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高齢世帯主が居住する住宅の特徴

（集計対象の60.1％） （集計対象の31.9％）

図 世帯主65歳未満
建築の時期別住宅性能

図 世帯主65歳以上
建築の時期別住宅性能

資料：2019年度第3回サービス付き高齢者向け住宅に関する懇談会資料より高齢者住宅協会にて集計

図 住宅性能（総数）

●住宅総数のうち、「新耐震」「一定のBF」と「断熱：2重窓または複層ガラスが１つ以上」の３要素
を満たす住宅は総数の12.4%、高齢世帯主住宅の8.0%にとどまる。
●住宅総数のうち、S55以前の住宅は総数の27.4％だが、高齢世帯主住宅では4割を超える。

うちS56年

以降築分
は12.4%

8.0%15.2%

18.0% 41.8%

注：BFのみは「一定のバリアフリー」、断熱は「二重窓または複層ガラスが１つ以上」、「ありあり」は2要素がある、「なしなし」は2要素がない
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介護老人福祉施設 介護老人保健施設

介護療養型医療施設 認知症高齢者グループホーム

養護老人ホーム 軽費老人ホーム

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

高齢者向け住宅

高齢者向け住まい・施設の利用者数
（単位：人・床）

認知GH

有料老人
ホーム

特養

サ高住

老健

軽費

介護療養

養護

高齢者向け住宅
※７

※令和元年12月末時点

登録数 250,352戸

資料：2019年度第3回サービス付き高齢者向け住宅に関する懇談会資料より
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0.1%

63.6%

14.4%

12.5%

5.0% 4.4%

13㎡以上18㎡未満

18㎡以上20㎡未満

20㎡以上25㎡未満

25㎡以上30㎡未満

30㎡以上40㎡未満

40㎡以上

サービス付き高齢者向け住宅の住戸面積等の分布

住戸面積

平均：22.1㎡

資料）一般社団法人高齢者住宅協会「サービス付き高齢者向け住宅の現状と分析（R1.8月末）」

※高齢者居住安定確保計画に基づき登録基準を緩和したもの。

※

専用部分の設備

（n=247,165）

・２５㎡以上の住戸は全体の約４分の１未満。
・キッチン、トイレ、洗面、浴室、収納の5点を完備した住戸は約２割にとどまる。
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高齢者向け住宅の各都道府県の充足の見通し
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※高齢者向け住宅：サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅

○2025年の状況からみた現有ストックの充足状況

人口データは、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（平成30（2018）年推計）、
将来の地域別男女5歳階級別人口（各年10月1日時点の推計人口：2015年は国勢調査による実績値）による。

資料：2019年度第3回サービス付き高齢者向け住宅に関する懇談会資料より
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※高齢者向け住宅：サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅

○2045年の状況からみた現有ストックの充足状況

高齢者向け住宅の各都道府県の充足の見通し

人口データは、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（平成30（2018）年推計）、
将来の地域別男女5歳階級別人口（各年10月1日時点の推計人口：2015年は国勢調査による実績値）による。

資料：2019年度第3回サービス付き高齢者向け住宅に関する懇談会資料より



○長期間の退職後の暮らしをより豊かにするためには、住まいの備えが不可欠。

○高齢期にさしかかる前の可能な限り早い段階において、自らの判断に基づき、高齢期
の住まいや住まい方を選択し、必要な場合には住まいの改修を行うことが望ましい。

⇒本ガイドラインは、プレシニア・アクティブシニアを主な対象として、高齢期に備え
た既存住宅の改修に関する配慮事項を示す。

高齢期の健康で快適な暮らしのための住宅改修ガイドライン２０１９．３

＜ガイドラインの目的＞

＜ガイドラインが目指す住まいのイメージ＞
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和室

トイレ

洗面・脱衣

浴室 キッチン

ダイニング
廊下

リビング

玄関

＜配慮項目と改修空間＞

高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン２０１９．３

＜改修のイメージ＞

追7



高齢期の居住の場の選択に係る情報発信

●サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム ●高齢者の住まいにまつわるコンテンツ
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高齢期の住まいの多様な選択肢と総合相談窓口
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サービス付き高齢者向け住宅が多様に普及するための提言

1. ICT等を活用して、職員の作業の省力化で管理コストを下げ、かつ介護人材不足に対応
することについて

サービス付き高齢者向け住宅は集住化によりサービス提供の介護人材の効率活用に努めてきたが、昨今
の介護人材不足は深刻な社会問題化している。共同省令第11条第1項にあるように「原則として、夜間を
除き」ケアの専門家が常駐することが定められているところだが、感染症拡大の中、非接触で行うリ
モート作業の利点もあり、状況に応じてICT等の利用により入居者の状況を把握することをもって、そ
の対策を図ること。

2. いわゆる分散型サ高住として住宅ストック等の活用を活性化することについて

共同省令第11条第3項及び第4項において、登録住戸が存在する敷地内に状況把握サービスを提供する
者が常駐していなくても「近接する土地に存する建物に常駐する場合」であれば要件として認められて
いるところ、法第5条第1項にある「建物ごとに都道府県知事の登録を受けることが出来る」の部分によ
りサービス提供と入居者は同一建物でなければならないと解釈されないようにすること。また、「近
接」については歩行距離で概ね500m以内と示されているところの距離要件の緩和が図られること。
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サービス付き高齢者向け住宅が多様に普及するための提言

3. 各戸の床面積と食堂・台所等共同利用部分の床面積について

施行規則第3条第1項において各戸の床面積が25㎡以上とすると同時に、居間、食堂、台所その他の部分
が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上とすることが出来るとなっていると
ころ、25㎡を下回る床面積としたときに、食堂等の共同利用部分の面積について実情に応じた適切な面積
を設定できるよう柔軟な対応が図られること。

4. 入居者の共同利用に供されている食堂等を地域交流等のため一般開放することについて

各戸が25㎡未満であり食堂等が入居者の共同利用に供されている場合においても、地域との交流がより
促進されるように一般開放について一層柔軟な対応が図られること。

5. サービス付き高齢者向け住宅における8050問題への対応について

サービス付き高齢者向け住宅の入居者の年齢その他の要件は、施行規則第5条において、60歳以上の者、
同居する者については配偶者か60歳以上の親族としているところ、心身の状況に不安のある80歳代の親と
50歳代独身の子供の同居のニーズが社会的に高まっており、介護施設ではない、サービス付き高齢者向け
住宅において、入居者の年齢その他の要件についての柔軟な対応が図られること。
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